
 

入  札  説  明  書 

 

この入札説明書は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計規程（以下「会計規程」とい

う。）、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計細則（以下「会計細則」という。）、同細

則で準用する文部科学省発注工事請負等規則（平成１３年文部科学省訓令。以下「文部科学省契約

規則」という。）、本件調達に係る入札公告のほか、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以

下「研究所」という。）が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者（以下「競争

加入者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものであ

る。 

 

 １ 競争入札に付する事項（別記）のとおり 

 

 ２ 入札保証金及び契約保証金免除 

 

 ３ 競争参加資格 

（１） 会計細則第３１条及び第３２条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する

資格を有さない。 

   ① 未成年者（婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。）、成年被後見人、被保佐

人又は被補助人並びに破産者で復権を得ない者。 

     なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている場合は、これに当たらない。 

   ② 以下の各号のいずれかに該当すると認められるとき、その事実があった後三年を経過

していない者（その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもま

た同じ。） 

（ア） 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

（イ） 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を

得るために連合したとき。 

（ウ） 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

（エ） 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

（オ） 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。 

（カ） この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととさ

れている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用

人として使用したとき。 

（２） 文部科学省一般競争参加資格において、令和７年度（建築設備関係設計・施工管理業務）

に関する参加資格を認定されている者であること。 

（３） 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４） 作業主任技術者として１級建築士若しくは建築設備士を配置予定者として配置できるこ

とを証明する書類。 

（５）  公的研究費の不正防止に係る誓約書を提出した者であること。ただし、提出を求める対



象範囲外の者を除く。 

 

４ 落札の方式 

（１） 契約担当役等は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方

とする。ただし支払の原因となる契約について、相手方となるべき者の申込価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又

はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

く不適当であると認められるときは予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち最低価

格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 

（２） 契約担当役等は、交換契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約につい

ては、同項の規定にかかわらず、価格その他の条件が研究所にとって最も有利なものをもっ

て申込みをした者を契約の相手方とする。 

（３） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算

した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。また、当該金額の１０％に相当する金額を加算したときに１

円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てた後の金額をもって落札価格とする。 

 

５ 入札及び開札 

（１） 入札説明会等は、総務部財務課専門職員が随時行うものとする。 

（２） 競争参加者又はその代理人（以下｢競争参加者等｣という｡）は、別紙仕様書、契約書（案）、

会計規程、会計細則及び同細則で準用する文部科学省契約規則を熟覧の上、入札しなけれ

ばならない。 

（３） 競争参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。 

（４） 競争参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をして

おかなければならない。 

（５） 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者は代理委任状を提出しなければならない。 

（６） 開札は、競争参加者等を立ち会わせて行う。ただし、競争参加者等が立ち会わない場合は、

入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

（７） 入札場の入退場の制限 

① 入札場には、競争参加者等並びに入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」と

いう。）及び前記（６）の立会職員以外の者は入場することはできない。 

     ② 競争参加者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

     ③ 競争参加者等は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、

開札場を退場することはできない。 

（８） 競争参加者等が、相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行

することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を

延期し、若しくは取りやめる。 

（９） 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。 

① 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書 



② 調達件名及び入札金額のないもの 

③ 競争参加者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）及び押印

のない又は判然としないもの 

④ 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及

び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は

判然としないもの（記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名（法人の

場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）又は代理人であることの表示である場合に

は、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。） 

⑤ 調達件名に重大な誤りがあるもの 

⑥ 入札金額の記載が不明確のもの 

⑦ 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの 

⑧ 入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者

の提出したもの 

⑨ その他入札に関する条件に違反した入札書 

（１０）  開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないと

きは、直ちに、再度の入札を行う。 

（１１） 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にく

じを引かせて落札者を決定する。また、くじを引かない者があるときは、これに代わって入

札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

 

６ 契約条項 

   別紙様式の契約書（案）のとおり。 

なお、本契約の相手方が中小企業信用保険法（昭和２５年１２月１４日法律第２６４号）第２条第

１項の中小企業である場合には、その者からの申し出により契約書には以下の債権譲渡の特約条項を

追加することができる。 

    （売掛金債権の譲渡） 

受注者は、本契約に基づく売掛金債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関（中小企業信用

保険法（昭和２５年１２月１４日法律第２６４号）第３条第１項に規定する金融機関に限る。）及

び信用保証協会に対し譲渡することができる。 

 

７ その他 

（１） 競争参加者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競

争参加者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。 

（２） 入札書及び委任状の様式は別紙のとおり。 

（３） 本件調達に関しての問い合せ先 

    （機 関 名） 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 総務部財務課専門職員 

    （担   当） 有村 

（電 話 番 号） ０４６（８３９）６８２０ 

    （Ｆ Ａ Ｘ） ０４６（８３９）６９１６ 

    （ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ） arimura-16@nise.go.jp 

 



（別記） 

 
１．件名 

 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所設計業務 

 
２．契約担当役等 

（１）契約担当役 

     独立行政法人国立特別支援教育総合研究所第２電気室受電設備更新他設計業務 

理事長 中村 信一 

  （２）所在地 〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５丁目１番１号 

 
３．入札説明日時及び契約条項を示す場所 

令和８年２月１０日（火）～令和８年３月２日（月） 

９時３０分から１７時００分まで（土日祝祭日を除く。） 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 研究管理棟１階 総務部財務課専門職員 

 
４．競争参加資格の確認のための書類の提出期限及び提出先 

提出期限  令和８年３月２日（月）１２時００分 

提出場所  研究管理棟１階 総務部財務課専門職員(持参又は書留郵便等の配達記録が残る郵

送) 

提出物    ①文部科学省建築関係設計・施工管理業務認定書の写し 

②作業主任技術者を指定した旨の書類。（免許状等の写し等） 
③市場調査のため、参考見積書１部をあわせて提出すること。 

④公的研究費の不正防止に係る誓約書（ただし、提出を求める対象範囲外の者を除

く。） 

 
５．入札及び開札 

令和８年３月１８日（水）１１時００分 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 研究管理棟２階 第二会議室 

 

６．契約期間 

  令和８年３月１８日から令和８年７月３１日 

 

（１） 競争参加者等は現場確認を行うことができる。但し、期限は令和８年３月２日（月）   

 １７時００分まで（土日祝祭日を除く。）とする。 



契       約       書（案） 

                                           

  件     名  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所第 2 電気室受電設備更新他 

設計業務 

 請負代金額  金        円（うち消費税額及び特別地方消費税額         円） 

 

 発注者 契約担当役 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 中村 信一

（以下「発注者」という。）と、受注者               （以下「受注者」

という。）との間において、上記の設計業務（以下「業務」という。）について、上記の請負

代金額で次の条項により設計業務を締結するものとする。 

 ただし、代金額のうち消費税額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法

第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき代金に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 

 

 第 1 条  受注者は信義に重んじ、誠実に本契約を履行するものとする。 

 第 2 条  発注者が、受注者に委託する業務の内容は本仕様書のとおりとする。 

 第 3 条  契約期間は、令和８年 3 月 18 日から令和８年 7 月 31 日までとする。 

 第 4 条  業務の実施場所は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所及び設計事務所と 

する。 

第 5 条 設計成果物一式は、研究所総務部財務課専門職員（以下「契約係」という。）に

送付するものとする。 

第 6 条  請負代金の請求書は、第 5 条で提出した書類に基づき発注者の指定した者が行う

検査に合格した後、契約係に提出するものとする。 

  ２ 請負代金は、発注者が受注者より適法な請求書を受理した日から 40 日以内に支払

うものとする。 

 第 7 条  契約保証金は、免除する。 

 第 8 条 受注者は、本契約にかかる業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することが 

できない。 

  ２ 乙は、本委託の一部を再委託する場合には、事前に、再委託する業務、再委託先等 

を研究所に書面で提出し、承認を受けること。また、請負者は、守秘義務等に関して、 

本仕様書で定める請負者の債務を再委託先事業者も負うよう必要な処置を契約後速 

やかに実施し、その内容を研究所に書面で提出し、承認を得ること。なお、第三者に 

再委託する場合には、その最終的な責任を請負者が負うこと。 

 第 9 条  発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することが 

できるものとする。 

    (一) 受注者が正当な理由なく、本契約の全部又は一部を履行しないとき。 

    (二) 本契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。 



    (三) 受注者が本契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。 

    (四) 受注者が次のいずれかに該当するとき 

        ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には 

その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい 

う。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 

第７７号。第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同 

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められると 

き。 

        イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に 

損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認め 

られるとき。 

        ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金などを供給し、又は便宜を供与す 

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して 

いると認められるとき。 

        エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると 

認められるとき。 

        オ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエ 

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め 

られるとき。 

        カ 発注者が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入 

契約その他の契約の相手方としていた場合（オに該当する場合を除く。）に、発 

注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

        キ 暴力的な要求行為があったとき。 

        ク 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。 

        ケ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為があったとき。 

        コ 偽計又は威力を用いて財務課長等の業務を妨害する行為があったとき。 

        サ その他前各号に準ずる行為があったとき。 

    (五) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。 

    (六) 発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。 

    (七) 受注者がやむを得ない事情により解約を申し立て、発注者が認めた場合 

  ２  前項の(六)または(七)により契約を解除する場合には、発注者は受注者に対し契約 

   解除の理由を記載した書面を解除しようとする１０日前までに通知し、解除できる 

のとするが、(一)から(五)については、書面をもって通告することによって解除する 

ものとする。 

  ３  本項の規定により契約を解除した場合においては、受注者は、実際に生じた損害の 



賠償に加え、契約金額の１００分の１０に相当する金額を発注者の指定する期間内 

に支払わなければならない。 

  ４  受注者が、違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、発注 

者に遅延日数につき年５パーセントの割合で計算した額の延滞金を支払うものとす 

る。 

  第 10 条  受注者は、作業員が故意又は過失により、発注者の所有する建物・工作物及び 

物品等の全部若しくは一部を滅失、毀損したときは直ちに原状に復するか、又は 

その損害額に相当する金額を発注者の指定する期日までに支払うものとする。 

           ただし、天災地変その他やむを得ない不可抗力によると発注者が認めた場合は、 

発注者は上記金額を免除又は減額するものとする。 

  第 11 条 業務に必要な用具類、消耗品、作業着等は、受注者の負担とする。 

 第 12 条 発注者は、作業員が業務上負傷し、又は事故等が発生した場合は、その理由の 

いかんを問わず一切その責に任じない。 

      ２ 発注者は、受注者の作業員が業務実施中において、第三者との間に惹起した事 

故について、一切関知しないものとする。 

 第 13 条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 10 

分の 1 に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければ 

ならない。 

    一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 

54 号。以下「独占禁止法」という。）第 3 条又は第 19 条の規定に違反し、又は 

受注者が構成員である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことに 

より、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、 

同法第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第 1 項に規定する 

納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第 19 条の規 

定に違反した場合であって当該違反行為が同法第 2 条第 9 項の規定に基づく不 

公正な取引方法（昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号）第 6 項に規定する不 

当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証 

明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。 

    二 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

     三 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治 

40 年法律第 45 号）第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条 

第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。 

   ２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合に 

おいて、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

      ３ 受注者は、この契約に関して、第 1 項の各号の一に該当することとなった場合に 



は、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 

  第 14 条  この契約についての必要な細目は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

会計規程、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計細則及び同細則で準用 

する文部科学省発注工事請負等契約規則によるものとする。 

  第 15 条  この契約について、発注者・受注者間に疑義を生じた場合は、双方協議のうえ、 

これを解決するものとする。 

 第 16 条 この契約について、発注者・受注者間に紛争が生じた場合は、双方協議のうえ、 

これを解決するものとする。 

  第 17 条  この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、双方協 

議のうえ、これを定めるものとする。 

  第 18 条  本契約に関する訴えの管轄は、発注者の所在地を管轄区域とする地方裁判所と 

する。 

 

 

    上記契約の成立を証するため、発注者・請負者は次に記名し印を押すものとする。 

    この契約書は２通作成し、双方で各１通を保有するものとする。 

 

    令和８年 月 日 

 

             (発注者)  神奈川県横須賀市野比５－１－１ 

                    契約担当役 

                    独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

                         理 事 長  中 村 信 一 

 

             (受注者)  



第３号様式 

 

 

入    札    書 

 

 

工 事 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所第2電気室受電設備更新他設計業務 

 

 

 

入札金額  金           円也（税抜） 

     

 

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び同細則で準

用する文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政

法人国立特別支援教育総合研究所第2電気室受電設備更新他設計業務」を請負うものとして、

入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

 

        令和８年３月１８日 

 

      

    契約担当役 

        独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

理 事 長  中 村 信 一 殿 

 

 

 

 

                    競争加入者 

 

      住  所 

 

            氏   名                              印 

 

 

 

 

 

 

 

 



【入札書記載例１：競争加入者本人が入札する場合】 

第３号様式 

 

入    札    書 

 

 工 事 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所第2電気室受電設備更新他設計業務 

 

入札金額  金           円也（税抜） 

     

 

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び同細則で準

用する文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政

法人国立特別支援教育総合研究所第2電気室受電設備更新他設計業務」を請負うものとして、

入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

 

        令和８年３月１８日 

 

      

    契約担当役 

        独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

理 事 長  中 村 信 一 殿 

 

 

 

                    競争加入者 

 

      住  所  ○○県○○市○○区○○1-1-1 

 

            氏   名  ○○株式会社  

                  代表取締役 ○○○○ 

 

 

  備 考 

   （１）競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を

記載すること。 

    （２）入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことが

あるため、入札書を複数枚持参すること。 

 

 

 

【入札書記載例２：代理人が入札する場合】 

 

代表者 

印 



第３号様式 

入    札    書 

 

 工 事 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所第2電気室受電設備更新他設計業務 

 

 

入札金額  金           円也（税抜） 

     

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び同細則で準

用する文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政

法人国立特別支援教育総合研究所第2電気室受電設備更新他設計業務」を請負うものとして、

入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

        令和８年３月１８日 

      

    契約担当役 

        独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

理 事 長  中 村 信 一 殿 

 

 

                    競争加入者 

 

      住  所  ○○県○○市○○区○○1-1-1 

 

            氏   名  ○○株式会社  

                  代表取締役 ○○○○ 

     

            代 理 人   ○○株式会社   

                     ○○支社長 

                      

                            ※委任状届出印 

  備 考                       

（１）競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を

記載すること。 

   （２）代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、

その名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理

人の氏名を記載し、かつ、押印（外国人の署名を含む。）すること。 

    （３）入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことが

あるため、入札書を複数枚持参すること。 

 

【入札書記載例３：復代理人が入札する場合】 

第３号様式 

 

代理人印 

 



 

入    札    書 

 

 工 事 名  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所第2電気室受電設備更新他設計業務 

 

 

入札金額  金           円也（税抜） 

     

  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び同細則で準

用する文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政

法人国立特別支援教育総合研究所第2電気室受電設備更新他設計業務」を請負うものとして、

入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 

 

        令和８年３月１８日 

 

    契約担当役 

        独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

理 事 長  中 村 信 一 殿 

 

                    競争加入者 

 

      住  所  ○○県○○市○○区○○1-1-1 

 

            氏   名  ○○株式会社  

                  代表取締役 ○○○○ 

     

            復代理人   ○○株式会社   

                     ○○○○ 

                        

                         ※委任状届出印  

  備 考 

（１）競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を

記載すること。 

   （２）復代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、

その名称又は商号及び代表者の氏名）、復代理人であることの表示並びに当該復

代理人の氏名を記載し、かつ、押印（外国人の署名を含む。）すること。 

    （３）入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことが

あるため、入札書を複数枚持参すること。 

 

復代理人印 



 

委  任  状 

 

                                                                   令和８年〇月〇〇日 

 

  独立行政法人 

   国立特別支援教育総合研究所  御中 

 

 

                             住    所 

       委任者（競争加入者） 社名又は商号 

                             代表者氏名               印 

 

 

 

      私は、                             を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

 

令和８年３月１８日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所第２電気室受電設備更新他設計業務」の一般競争入札に関する件 

 

 

 

     受任者（代理人）      使用印鑑 

 

 

 

  備考 

  （１）代理人印欄は、代理人の使用する印鑑（外国人の署名を含む。）を押印すること。 

  （２）競争加入者の氏名欄は、法人の場合はその名称及び代表者の氏名を記載すること。



 

  （委任状記載例１：社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合） 

 

委  任  状 

 

                                                                  令和８年〇月○○日 

   独立行政法人 

      国立特別支援教育総合研究所 御中 

 

                              住    所 横須賀市野比６４ 

       委任者（競争加入者）   社名又は商号  （株）横須賀国立商事 

 

 

 

                              代表者氏名    代表取締役 野比 伸太  

  代表者印 

 

 

        私は、野比 静 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

 

令和８年３月１８日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所第２電気室受電設備更新他設計業務」の一般競争入札に関する件 

 

 

 

 

               受任者（代理人）                        使用印鑑 

                  横須賀市野比６４ 

                  （株）横須賀国立商事  野比 静 

 

  野 

   比 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

委  任  状 

 

                                                                  令和８年○月○○日 

 

独立行政法人 

   国立特別支援教育総合研究所 御中 

 

                             住    所 

        委任者（競争加入者） 社名又は商号 

                             代表者氏名            印 

 

      私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との間におけ

る下記の一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

令和８年３月１８日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所第２電気室受電設備更新他設計業務」の一般競争入札に関する件 

 

 

 

              受任者（代理人）                     使用印鑑 

 

 

 

    委任事項     １ 入札及び見積りに関する件 

                      ２ 契約締結に関する件 

                      ３ 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 

４ 契約に関する納入（完了）及び取下げに関する件 

                      ５ 契約代金の請求及び受理に関する件 

                      ６ 復代理人の選任に関する件 

  備考 

  （１）代理人印欄は、代理人の使用する印鑑（外国人の署名を含む。）を押印すること。 

  （２）競争加入者の氏名欄は、法人の場合はその名称及び代表者の氏名を記載すること。



 

 （委任状記載例２：支店長等が競争加入者の代理人となる場合） 

 

委  任  状 

 

                                                               令和８年○月○○日 

   独立行政法人  

     国立特別支援教育総合研究所  御中 

 

                                   住    所    横須賀市野比６４ 

       委任者（競争加入者）        社名又は商号    （株）横須賀国立商事 

 

 

 

                                   代表者氏名      代表取締役  野比 伸太  

 代表者印 

          私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との間に

おける下記の一切の権限を委任します。 

      

 

記 

 

 

令和８年３月１８日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所第２電気室受電設備更新他設計業務」の一般競争入札に関する件 

 

 

           受任者（代理人）  横須賀市久里浜７９－９ 

                               （株）横須賀国立商事 久里浜支店 

                                     支店長  久里浜 英樹       使用印鑑 

 

 

 支店長印 

 

            委任事項 １．入札及び見積りに関する件 

                      ２．契約締結に関する件 

                      ３．入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 

４．契約に関する納入（完了）及び取下げに関する件 

                      ５．契約代金の請求及び受理に関する件 

                      ６．復代理人の選任に関する件 

 

   備  考 

         これは、参考例であり必要に応じ、適宜追加、修正等があっても差し支えないこと。 



 

 

委  任  状 

 

                                                                     令和８年○月○○日 

      独立行政法人 

      国立特別支援教育総合研究所 御中 

 

                                        住    所 

         委任者（競争加入者の代理人）   社名又は商号 

                                        代表者氏名 

 

 

         私は、          を              の復代理人と定め 

       下記の一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

令和８年３月１８日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所第２電気室受電設備更新他設計業務」の一般競争入札に関する件 

 

 

 

 

受任者（競争加入者の復代理人）       使用印鑑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   （委任状記載例３：支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合） 

 

委  任  状 

 

                                                                令和８年○月○○日 

    独立行政法人  

      国立特別支援教育総合研究所  御中 

 

                                     住    所 横須賀市久里浜７９－９ 

       委任者（競争加入者の代理人）  社名又は商号  （株）横須賀国立商事 久里浜支店 

 

 

 

                                     代表者氏名    支店長 久里浜 英樹  

 支店長印 

 

       私は、浦賀三郎 を（株）横須賀国立商事 代表取締役 野比 伸太（競争加入者）の復代 

      理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 

 

記 

 

令和８年３月１８日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所第２電気室受電設備更新他設計業務」の一般競争入札に関する件 

 

 

 

 

         受任者（競争加入者の復代理人）               使用印鑑 

                         横須賀市久里浜７９－９ 

                         （株）横須賀国立商事 久里浜支店 

 

   浦 

   賀 

                                             浦賀 三郎 

 

 

   備  考 

     （１）この場合、競争加入者からの代理委任状（復代理人の選任に関する委任が含まれて 

          いること。）が提出されていることが必要であること。（委任状記載例２を参照） 

 

 

 



別紙様式４ 

 

誓 約 書 

 

 
当社(当法人)は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との取引に当たり、「独立 

 
行政法人国立特別支援教育総合研究所会計規程」及び「独立行政法人国立特別支援教育総 
 
合研究所会計細則」を遵守し、いかなる不正にも関与しないことを誓約します。 
  
当社(当法人)に、上記規程等に反する行為があると認められた場合には、取引停止を含 

 
むいかなる処分を講じられても異議はありません。 
  
また、内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提供等の要請に協力すると 

 
ともに、研究所の構成員から不正な行為の依頼等があった場合は直ちに通報します。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人 
 
国立特別支援教育総合研究所理事長 殿 

 

 

                 
 

    (住所) 
                  

(社名又は法人名) 
                  

(代表者役職・氏名)                印 

  

 

営業担当者名刺貼付箇所 











 

入札説明書交付申込書（令和８年２月１０日付け公告分） 

 

 申込年月日 

 

 令和８年  月  日 

 

 件   名  

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所第２電気室受変電設

備更新他設計業務 

 

 

 会 社 名 

 

 

 電話番号 

 

（     ）    － 

 代表者氏名 

（申 込 者） 

 

 

 資格参加者の等級及び期間 

 

 等級 

 

 

 

 

 期間 

 

～ 

 

 

入 札 説 明 書 等 受 領 書 

  

独立行政法人 

  国立特別支援教育総合研究所 

  総務部財務課契約係長  殿 

  

    （件 名） 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所第２電気室受変電設

備更新他設計業務 

 

                        

      令和８年  月  日 

 

      上記の入札説明書一式を受領しました。 

 

                     受領者  住 所 

 

                               会社名 

 

                               受領者                        印 

参加資格写し 

参考見積書           

名刺添付 



 

 

 研究所
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